
  税・社会保障関係の手続きでは、マイナンバーカード等の提示が必要となります　　　　

手続き 必要なもの 該当 受付窓口 受付済

世帯主を変更した方の受給資格・給付サービスに関すること

世帯主変更届出

国民健康保険証の変更

これからの児童手当についてのご相談

※ただし養育者（請求者）の変更がない場合は不要

これからの児童扶養手当についてのご相談

　・再認定　・資格喪失　など

これからの特別児童扶養手当についてのご相談

　・再認定　・資格喪失　など

（保護者に変更がある場合）保護者の変更 ※受付窓口でご相談ください。

（保護者に変更がある場合）保護者の変更 ※受付窓口でご相談ください。

児童生徒の異動届出書 教務課

※受付窓口へお越しください。 企画開発課

使用者名義変更届

利用者変更届

預金通帳

通帳の届出印

 

世帯主の変更に関連するおもな手続き

あてはまるものについてご確認ください

長寿福祉課

子ども未来課

建設課

保育所・認定こども園に入所している

国民健康保険証

※受付窓口でご相談ください。児童手当

国民健康保険に加入している世帯

※受付窓口でご相談ください。児童扶養手当

農業集落排水を利用している（八ツ並、吉岡、土佐井地区）

水道を利用している

結婚・子育て世帯新生活応援補助金

小中学校の児童・生徒及びその保護者

放課後児童クラブに入所している

特別児童扶養手当 ※受付窓口でご相談ください。

※受付窓口へお越しください。

税・料金等の口座を変更する方 口座振替の変更
税務課　住民課

建設課　長寿福祉課
子ども未来課

世帯主を変更した方が、あてはまる手続きをご自身で確認してください

保険

子ども

その他

税・

料金




